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USEN業務用音楽放送サービスデモ機設置利用規約 
 
第１条 （規約の適用） 
株式会社ＵＳＥＮ（以下「当社」といいます。）は、「業務用音
楽放送サービスデモ機設置利用規約」（以下「本規約」とい
います。）を定め、法人ならびに商人たるお客様を対象に
USEN音楽放送サービス試聴用チューナー（以下「デモ機」
という）を貸出すサービス（以下「本サービス」といいます。）
を以下の条項により提供します。 
 
第２条 （規約の変更） 
当社は、本規約を何等の告知なく変更することがあります。
この場合においては、お客様は、変更後の規約の適用を
受けるものとします。なお、変更後の規約は当社所定の方
法でお客様に通知するものとします。 
 
第３条 （用語の定義） 
本規約において使用する用語は、法令において使用する
用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。 

用 語 用語の意味 

一 業務用音楽放送
サービス 

当社が同軸ケーブルまたは電気
通信設備により提供する、当社と
本サービス契約を締結した者が聴
取できる有料音楽放送サービスを
いう。サービス内容、料金等は、当
社が別途定める規定によるものと
する。 

二 デモ機 
当社がお客様に貸与する業務用
音楽放送サービス専用受信機（付
属品を含む。） 

三 お客様 
当社の業務用音楽放送サービス
の導入を前提に本サービスを利用
する法人若しくは商人 

 
第４条 （提供区域） 
当社は、本サービスを日本国内で、サービス提供が可能な
地域において提供します。 
 
第５条 （申し込み） 
お客様は、本サービスの申し込みにあたり、当社所定の方
法により、申込書を提出するものとします。 
２.お客様は、前項に従って申し込みを行い、当社が当該
申し込みを承諾することによって成立します。 
３.当社は、お客様が次の各号の一に該当するときは、申し
込みを承諾しないことがあります。 
一.お客様が本契約に基づく債務の履行を怠るおそれがあ
ると当社が判断したとき。 
二.お客様が著作権及び著作隣接権を侵害するおそれが
あると当社が判断したとき。 
三.その他お客様が本規約に違反するおそれがあると当社
が判断したとき。 
四.お客様が本サービスを法令に反する目的、または目的
以外に利用しまたは利用するおそれがあると当社が判断し
たとき。 
五.申込書に虚偽の事実を通知したことが判明したとき。 
六.本サービスの提供が困難と当社が判断したとき。 
七.お客様が他の当社のサービスを利用し、その利用料金
の未払い、その他当社に損害を与えた事実が判明したと
き。 
八.その他当社の業務遂行上、著しい支障があると当社が
判断したとき。 
５.当社は、前項に基づき申し込みを承諾しないときは、所

定の方法によりお客様に承諾しない旨の理由を通知しま
す。 
  
第６条 （申し込み内容等の変更） 
お客様は、住所、氏名等の申し込みの内容に変更があると
きは、遅滞無く所定の方法によりその旨を当社へ届け出る
ものとします。 
２.当社は、前項の届出があったときは、お客様に対しその
届出内容の事実を証明する書類の提示を求めることがあり
ます。 
３.お客様が第１項の届出を怠ったことにより生じた損害に
ついては、当社は一切の責任を負わないものとします。 
 
第７条 （本サービスの提供） 
当社は、当社の費用で当社が指定する者によってお客様
の指定する場所にデモ機を設置するものとします。なお、
お客様の指定した場所でお客様以外の者がデモ機を受領
した場合もお客様が受領したものとみなします。 
２.デモ機の使用に必要な電源および電気等に係る費用は、
お客様の負担とします。 
 
第８条 （貸出期間） 
デモ機の貸出期間は、原則当社がデモ機発送した日、ま
たは設置した日から 1 ヶ月以内とします。 
２.前項の規定にかかわらず、お客様が前項の貸出期間を
超えて引き続きデモ機の使用を希望する場合、お客様は
当社に対して申し込みを行い、当社が承諾のうえ、双方書
面で取り交すことにより、期間を更新することができるものと
します。ただし、その場合 3 ケ月を限度とします。 
 
第９条 （デモ機） 
当社は、本サービスに基づき、デモ機をお客様へ貸与いた
します。 
２.お客様は、自己の有する音響装置（アンプ、スピーカー
等）を通して本サービスを聴取するものとします。 
３.当社は、原則として、デモ機をお客様が指定する場所に
設置します。 
４.デモ機の設置や本サービスの聴取のためにブースター
等の補助器具を必要とする場合、その費用は、お客様が負
担するものとします。 
５.お客様は当社がデモ機を設置するために、お客様が所
有、賃借または占有する土地、建物、構築物等を無償で使
用することを承諾するものとします。 
６.お客様は、前項の使用に関し利害関係者(店舗が所在
するビルの所有者、管理者等）がある場合、事前にその者
から必要な承諾、合意等を適切に得るものとします。また、
お客様と利害関係者との間に何等かの紛争が生じた場合
においては、当社は、当該利害関係者と交渉等を行う義務
を有しないものとします。 
 
第１０条 (デモ機の修理・交換） 
お客様は、デモ機に故障、毀損等が生じた場合は、直ちに
その旨を当社に通知するものとします。 
２.前項の通知によりデモ機に故障、毀損等が認められた場
合は、当社所定の方法により、正常なデモ機と交換します。 
３.デモ機の故障、毀損等がお客様の責による場合、もしく
はお客様の責によることが明らかになったときは、その修理
および交換にかかる費用は、お客様が負担するものとし、
お客様は当社が請求する費用を速やかに支払うものとしま
す。 
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第１１条 (申し込みの撤回) 
お客様がデモ機を受領しない、または受領できない状態が
一定期間経過した場合、当社は本サービスの申し込みの
承諾を撤回することがあります。 
 
第１２条 本サービスの中途解約） 
お客様は、第８条の貸出期間中に本サービスを解約すると
きは、当社所定の方法で通知するものとします。 
 
第１３条 （サービスの終了・デモ機の返却） 
次の各号の事由により本サービスの提供が不可能となった
場合においては、本サービスは終了するものとします。 
一.本サービス用設備または視聴管理設備に回復不能の
損害が生じたとき 
二.本サービス用設備の撤去を行うとき 
三.その他当社が本サービスを提供することが客観的に不
可能となったとき 
四.当社が本サービスを廃止したとき 
２.前項に基づき、本サービスが終了するときは、当社はお
客様に対し、予め終了の通知をします。ただし、緊急、やむ
を得ない場合はこの限りではありません。 
 
第１４条 （デモ機の返却） 
お客様は、本サービス契約が解約され、または終了した場
合においては、当社が貸与したデモ機を直ちに返却するも
のとします。 
 
第１５条 （デモ機の減失・紛失・盗難等） 
お客様は、デモ機を善良なる管理者の注意を持って管理
するものとします。 
２.お客様の責に帰すべき事由によると認められるデモ機の
毀損、滅失、盗難等があった場合、お客様は、当社が行う
調査、修理、復旧、交換等の費用について、当社が別に定
める期日までに当社に支払うものとします。 
３.お客様は、前項の費用を支払った後にデモ機が発見そ
の他返却可能となった場合、当社は既に受領した費用の
返金を行わないものとします。 
 
第１７条 （料金） 
当社は、本サービスを無償にて提供します。 
 
第１８条 （禁止事項等） 
お客様は、本サービスを利用するにあたり、次の各号で定
める行為を行ってはならないものとします。万一、お客様が
この規定に違反した場合、当社は、催告のうえ相当期間経
過後も改善がなされない場合本サービスを解除し、当該行
為により蒙った当社の損害の賠償を請求する権利を有しま
す。 
一.本規約の目的に違反し、お客様と同一世帯以外の第三
者に対して視聴させる等の著作権または著作隣接権その
他の権利を侵害する行為または侵害の恐れのある行為 
二.本来の方法によらないで本サービスを不正に受け、また
は受けようとする行為 
三.当社から貸与を受けているデモ機を転貸、譲渡、売却、
買入等をする行為 
四.デモ機を分解し、またはデモ機に変更を加える行為 
五.本サービスにより利用しうる情報の修正、翻案、変更、改
ざん、切除、翻訳、その他の改変行為 
六.本サービスの運営を妨げるような行為 
七.法令または公序良俗に反する行為 
八.犯罪行為または犯罪行為に結びつく恐れのある行為 

九.当社、他のお客様または第三者の名誉、人格もしくは信
用等を毀損する行為またはこれらの者に不利益を与える行
為 
   
第１９条 （免責事項） 
当社は、本規約に定めがあるもののほか、本規約に基づく
本サービスの一時停止もしくは利用制限、または契約解除
によりお客様が被った損害ならびに当社の責めに帰さない
事由により第三者との間で生じたトラブルに起因してお客
様が被った損害に対し、いかなる責めも負いません。 
２.当社は、本サービスの利用に関連して当社がお客様に
対し、特段の定めがないときは、当該お客様に現実的に発
生した通常損害の範囲において損害賠償を行います。な
お、逸失利益、当社の予見の有無を問わず発生した特別
損害、付随的損害、間接的損害その他の拡大損害につい
ては、当社は一切の責任を負わないものとします。 
３.当社は、本サービスの提供に必要な設備の不具合・故障、
第三者による不正侵入、商品取引上の紛争、その他原因
の如何を問わず、お客様その他いかなる者に対して一切
の責任を負わないものとします。 
４.当社は、本サービスに関して、その完全性、正確性、有
用性等に関するいかなる保証も行いません。 
５.天災、事変その他の不可抗力により、当社が本サービス
を提供できなかったときは、当社は、その損害について一
切の責任を負わないものとします。 
６.当社は、本サービスの放送番組内容をお客様への事前
通告なく変更することができます。 
7.お客様の行為に起因する、サービス提供上の異常につ
いては、当社は損害賠償及び復旧の責任を負いません。 
8.当社は、お客様が本サービスの利用に起因して損害を
蒙った場合、当社に故意または重大な過失がある場合を
除き、賠償責任を一切負わないものとします。 
 
第２０条 （権利の譲渡） 
お客様は、本規約上の権利義務の全部または一部を譲渡、
質入れ、賃貸その他の処分をすることはできません。 
 
第２１条 （合意管轄裁判所） 
お客様及び当社は、本規約に関して訴訟の必要が生じた
場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判
所とします。 
 
附則 
 （実施期日） 
本規約は平成 22 年 12 月 7 日から実施します。 


